
ながさき元気づくり応援助成金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、長崎市よかまちづくり基本条例（平成２７年長崎市

条例第３９号）の趣旨にのっとり、地域力の向上及び地域の芸術文化活

動等の振興に資するため、市内の地域団体又は市民活動団体等が市内で

実施する自主的かつ主体的なまちづくり活動に対し、予算の範囲内にお

いて、ながさき元気づくり応援助成金（以下「助成金」という。）を交

付することについて、長崎市補助金等交付規則（昭和６３年長崎市規則

第２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めることを目的とする。 

 （助成対象事業） 

第２条 助成金の交付の対象となる事業（以下「助成対象事業」という。 

 ）は、次に掲げるものとする。ただし、自治会と連携した事業であるこ

と。 

⑴ 地域課題又は社会的課題の解決を図る事業であって、地域活性化に

資するもの 

⑵ 地域の芸術文化活動等の振興に資するもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は助成対象事業としない。 

⑴ 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とする事業 

⑵ 政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業 

⑶ 公の秩序を乱し、又はそのおそれがある事業 

⑷ 法令等に違反し、又はそのおそれがある事業 

⑸ 第三者の著作権、特許権その他の権利を侵害する事業 

⑹ 調査又は研究のみを目的とする事業 



⑺ その他市長が適当でないと認める事業 

 （助成対象者） 

第３条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、

市内の地域団体又は市民活動団体等で、次に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

⑴ 団体の運営に関する定款、規約、会則等が定められていること。 

⑵ 適正な会計処理が行われていること。 

⑶ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 

⑷ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規

定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとす

る者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又

はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 

 （助成対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。 

 ）は、助成対象事業の実施に要する経費とする。ただし、当該経費で国、

県その他地方公共団体等から補助金、負担金その他これらに類するもの

（以下この条において「補助金等」という。）の交付を受ける場合は、

当該経費から交付を受ける補助金等の対象経費に相当する額を控除した

額を助成対象経費とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は助成対象経費に含まない

ものとする。 

⑴ 団体の運営に要する経常的な経費 

⑵ 飲食に要する経費 



⑶ 返礼品等（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３７条の２第

２項又は、第３１４条の７第２項に規定する総務大臣が定める基準に

適合する物品又は役務をいう。以下同じ。）の発送に要する費用 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費 

 （助成対象事業の公募） 

第５条 市長は、助成対象事業を公募するものとする。 

２ 前項の規定による公募の申込みをしようとする者は、市長が別に定め

る日までに、ながさき元気づくり応援助成事業応募申請書（第１号様式 

 ）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ ながさき元気づくり応援助成事業実施計画書（第２号様式） 

⑵ ながさき元気づくり応援助成事業収支計画書（第３号様式） 

⑶ 定款、規約又は会則等の写し 

⑷ 前年度の事業報告書及び収支決算書の写し（前年度に事業を実施し

ている場合に限る。）  

⑸ その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の規定により公募する事業は、当該事業への充当を目的として

寄附を行った者に対し、返礼品等（本市に住所を有しない者に限る。）

又は助成対象事業による成果品（市長が適当と認めるものに限る。）を

贈呈する事業を対象とすることができる。 

 （助成金の額及び助成金の交付の回数） 

第６条 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、寄附の合算額を上限と

する。 

２ 前項の寄附は、当該寄附の募集を開始した日から３月を経過する日ま

でに募集するものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合

は、再度募集することができる。 



３ 助成金の交付の回数は、同一年度内において、同一助成対象者（第１

１条第２項の規定により交付の変更承認を受けた者を除く。）につき１

回を限度とする。 

 （助成対象事業の決定） 

第７条 市長は、助成対象事業の決定に当たっては、長崎市附属機関に関

する条例（昭和２８年長崎市条例第４２号）及び長崎市類型の附属機関

に係る審査会規則（令和元年長崎市規則第５２号）に基づき設置する審

査会の意見を聴くものとする。 

２ 前項の規定により助成対象事業とすることを決定したときはながさき

元気づくり応援助成事業決定通知書（第４号様式）により、助成対象事

業としないことを決定したときはながさき元気づくり応援助成事業非決

定通知書（第５号様式）により、通知するものとする。 

 （交付の申請） 

第８条 規則第２２条の規定により、助成金の交付の申請は、規則第３条

第１項の申請書に代えて、ながさき元気づくり応援助成金交付申請書（ 

 第６号様式）によるものとする。 

２ 規則第３条第１項の期日は、助成対象事業を実施する日から起算して

１５日前の日とする。 

３ 規則第３条第１項第１号の書類は、ながさき元気づくり応援助成事業

実施計画書とし、同項第２号の書類は、ながさき元気づくり応援助成事

業収支計画書とする。 

４ 規則第３条第２項の規定により、第５条第２項の規定により提出した

書類から変更がない場合は、前項の書類及び規則第３条第１項第３号の

書類は、省略するものとする。 



５ 助成金を申請しようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税相

当額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第３０条に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費税の税率

を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その

金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただ

し、申請時において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合

は、この限りでない。 

 （決定の通知） 

第９条 規則第２２条の規定により、助成金の交付の決定の通知は、規則

第６条第１項の通知書に代えて、ながさき元気づくり応援助成金交付決

定通知書（第７号様式）によるものとする。 

 （助成金の交付） 

第１０条 規則第１５条第１項ただし書の規定により、助成金（助成対象

事業完了後に請求書の提出があった場合を除く。）は、概算払により交

付することができる。 

２ 規則第１５条第２項の請求書は、ながさき元気づくり応援助成金交付

請求書（第８号様式）とする。 

 （交付の変更又は中止） 

第１１条 規則第２２条の規定により、助成対象事業を変更し、又は中止

する場合の申請は、規則第５条第３項の申請書に代えて、ながさき元気

づくり応援助成事業変更・中止承認申請書（第９号様式）によるものと

する。 



２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当

と認めたときは、ながさき元気づくり応援助成事業変更・中止承認通知

書（第１０号様式）により助成対象者に通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第１２条 規則第７条第１項の別に定める期日は、第９条の規定による通

知を受領した日から起算して１０日を経過した日とする。 

 （実績報告） 

第１３条 規則第１２条の別に定める期日は、助成対象事業が完了した日

から起算して３０日を経過した日又は助成金の交付の決定があった日の

属する年度の末日のいずれか早い日とする。ただし、市長が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

２ 規則第２２条の規定により、助成金の実績報告は、規則第１２条の報

告書に代えて、ながさき元気づくり応援助成金実績報告書（第１１号様

式）によるものとする。 

３ 規則第１２条第１号の書類は、ながさき元気づくり応援助成事業収支

報告書（第１２号様式）とする。 

４ 規則第１２条第２号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類と

する。 

⑴ ながさき元気づくり応援助成事業実施報告書（第１３号様式） 

⑵ 助成対象経費の支出が確認できる領収書等の証拠書類の写し 

⑶ 助成対象経費に係る活動が確認できる写真等の証拠書類 

 （助成金の額の確定） 

第１４条 規則第２２条の規定により、助成金の額の確定は、規則第１３

条の通知書に代えて、ながさき元気づくり応援助成金交付額確定通知書

（第１４号様式）によるものとする。 



 （助成金の返還） 

第１５条 規則第１７条の規定により助成金の返還の請求は、ながさき元

気づくり応援助成金返還請求書（第１５号様式）によるものとする。 

 （財産の処分の制限） 

第１６条 規則第１９条第２号又は第３号に掲げる別に定めるものは、減

価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。

以下「省令」という。）に定められた資産とする。 

２ 規則第１９条ただし書の市長が別に定める期間は、省令に定められた

資産の耐用年数とする。 

 （消費税等に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１７条 第８条第５項ただし書の規定により助成金の交付の申請をした

者は、助成対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助

成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が確定した場合

は、仕入れに係る消費税等相当額報告書（第１６号様式）により速やか

に市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該仕

入控除税額があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。 

 （委任） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同

日までに助成金の交付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定について



は、同日以降もなおその効力を有する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前のながさき元気づくり応援助成金交付要綱に定める様式による

用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 



第１号様式（第５条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

長 崎 市 長 あて 

 

団 体 名           

代表者役職・氏名        

 

 

ながさき元気づくり応援助成事業応募申請書 

 

 

 ながさき元気づくり応援助成事業として助成を受けたいので、関係書類を添えて

次のとおり応募します。 

 

 

 

 

１ 事 業 名                      

 

２ 申 請 額                    円 

 

３ 添付書類 

 



４ 団体の概要 

 

５ 組織図 

 

（フリガナ）  

団 体 名  

代表者氏名 

（フリガナ） 

氏 名 
 

生 年 月 日 

   年 月 日 

住 所  

所 在 地 
住 所  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

連絡責任者 

氏 名  

住 所  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

主な活動実績 

 

前年度事業の決算額 年度           円 

直近のながさき元気づくり応

援助成金の申請実績 
無 ・ 有（採択・不採択） 

直近の他のクラウドファン

ディングの活用実績 

無 ・ 有 

（                 ） 

事業実施の組織図 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

 

ながさき元気づくり応援助成事業実施計画書 

 

団 体 名            

 

事業名 
 

解決すべき地域課題 

又は社会的課題 

 

事業の目的 
 

事業の期間 
 

事業内容の概要 

（２００字～２５０字程度） 

 

スケジュールと事業内

容の詳細 

 

地域にもたらされる効

果 

 

事業の特長 
 

次年度以降の展望等 

中長期的な計画 

 

寄附者への返礼品 無 ・ 有 

 

 

 

 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

 

ながさき元気づくり応援助成事業収支計画書 

 

 

団 体 名           

 

１ 収支予算書 

総事業費（Ａ）          円 

助成対象経費（Ｂ）          円 

助成対象外経費（Ｃ）          円 

助成申請額（Ｄ）          円 

 

項 目 具体的な内容 金額（円） 内訳（積算根拠） 

 
 

収 

入 

助成金（Ｄ）    

    

    

    

合計（Ａ）    

支 
 

出 

助
成
対
象
経
費 

    

    

    

    

    

    

    

小計（Ｂ）    

助
成
対
象
外
経
費 

    

    

    

    

    

小計（Ｃ）     

総事業費（Ａ）    

 

 

 

 

 



２ その他確認事項 

助成申請額を減額して採択された場合に 

助成事業として事業を実施しますか。 
（ はい ・ いいえ ） 

 

３ 他の助成金への申請 

今年度における他の助成

制度への申請について 

１ 無 

２ 有 （ 結果待ち ・ 助成決定 ） 

申請先  

助成制度名  

助成金額                 円 

助成期間       年  月から     年  月まで 

昨年度における他の助成

制度からの助成について 

１ 助成を受けていません    

２ 助成を受けました 

申請先 
 

助成制度名 
 

助成金額                 円 

助成期間   年  月から     年  月まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

  団 体 名 

  代表者氏名          様 

 

                         長崎市長       

                                       

 

ながさき元気づくり応援助成事業決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあったながさき元気づくり応援助成事業につい

て、次のとおり助成対象事業として決定したので、ながさき元気づくり応援助成金

交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

１ 助成対象事業名                   

 

２ 交付額について 

 交付額は、寄附受入期間内に当該事業を指定して行われた寄附額につき、交付

決定手続を経て交付する。諸手続に当たっては、市の指示に従うこと。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第７条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

  団 体 名 

  代表者氏名          様 

 

                         長崎市長       

                                       

 

ながさき元気づくり応援助成事業非決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった次の事業については、ながさき元気づく

り応援助成事業としないことを決定したので、ながさき元気づくり応援助成金交付

要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

   事 業 名                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第８条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

長 崎 市 長 あて 

 

団 体 名           

代表者役職・氏名        

 

 

 ながさき元気づくり応援助成金交付申請書 

 

 

   年  月  日付け第   号の通知による助成対象事業について、次のと

おり交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

１ 助成対象事業名                     

 

２ 交付申請額                     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第９条関係） 

 

                             第     号 

                             年  月  日 

 

  団 体 名 

  代表者氏名          様 

 

                         長崎市長       

                                       

 

ながさき元気づくり応援助成金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあったながさき元気づくり応援助成金について、

次のとおり交付を決定したので、ながさき元気づくり応援助成金交付要綱第９条の

規定により通知します。 

 

 

 

１ 助成対象事業名                      

 

２ 助成金交付決定額             円  

 

３ 交付条件 

 ⑴ 実績報告の提出 

 団体の代表者は、助成事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又

は助成金の交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、

ながさき元気づくり応援助成事業実績報告書（第１１号様式）を市長に提出す

ること。 

 

 ⑵ その他 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１０条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

 長 崎 市 長 あて 

 

団 体 名           

代表者役職・氏名        

 

 

ながさき元気づくり応援助成金交付請求書 

 

 

 

   年  月  日付け第   号により交付決定通知を受けたので、次の金額

を請求します。 

 

 

 

請求額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第１１条関係） 

 

 

年  月  日 

 

 

長 崎 市 長 あて 

 

団 体 名           

代表者役職・氏名        

 

 

ながさき元気づくり応援助成事業変更・中止承認申請書 

 

 

   年  月  日付け第  号で交付決定を受けた助成対象事業の変更・中止

について、ながさき元気づくり応援助成金交付要綱第１１条第１項の規定により、

次のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更・中止の内容 

 

 

 

２ 変更・中止の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１１条関係） 

 

 第     号 

 年  月  日 

 

 

団 体 名 

代表者氏名          様 

 

 

長崎市長       

 

                                   

 

ながさき元気づくり応援助成事業変更・中止承認通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった助成対象事業の変更・中止について、な

がさき元気づくり応援助成金交付要綱第１１条第２項の規定により、次のとおり承

認したので通知します。 

 

 

 

変更・中止の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  第１１号様式（第１３条関係） 

 

 

 年  月  日 

 

長 崎 市 長 あて 

 

団 体 名           

代表者役職・氏名        

 

 

ながさき元気づくり応援助成金実績報告書 

 

 

 ながさき元気づくり応援助成金の交付を受けた助成対象事業が完了したので、関

係書類を添えて次のとおり報告します。 

 

 

 

 

１ 助成対象事業名                 

 

２ 助成金の交付額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１３条関係） 

 

 

ながさき元気づくり応援助成事業収支報告書 

 

団 体 名            

 

１ 収支決算書 

総事業費（Ａ）       円 

助成対象経費（Ｂ）       円 

助成対象外経費（Ｃ）       円 

助成金額（Ｄ）                 円 

 

項 目 具体的な内容 金額（円） 内訳（積算根拠） 

 
 

収 

入 

助成金（Ｄ）    

    

    

    

合計（Ａ）    

支 
 

出 

助
成
対
象
経
費 

    

    

    

    

    

    

    

小計（Ｂ）    

助
成
対
象
外
経
費 

    

    

    

    

    

小計（Ｃ）     

総事業費（Ａ）    

 

 

 

 



第１３号様式（第１３条関係） 

 

 

ながさき元気づくり応援助成事業実施報告書 

 

団 体 名           

 

事業名  

事業の日程 年 月 日（開始）～  年 月 日（完了） 

事業内容の概要 

（２００字～２５０字程度） 

 

事業実施日時及

び事業内容の詳

細 

 

事業の成果 

 

課題及び今後の

展望 

 

 

 



第１４号様式（第１４条関係） 

 

                              第     号 

                       年  月  日 

 

 

  団 体 名 

  代表者氏名           様 

 

                        長崎市長       

 

      

                                  

ながさき元気づくり応援助成金交付額確定通知書 

 

 

   年  月  日付けで実績報告のあったながさき元気づくり応援助成金につ

いては、提出された実績報告書に基づき審査し、次のとおり確定したので、ながさ

き元気づくり応援助成金交付要綱第１４条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 確 定 助 成 金 額               円 

 

２ 交付決定助成金額               円 

 

３ 返 還 金 額               円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１５号様式（第１５条関係） 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

団 体 名 

代表者氏名          様 

 

長崎市長       

 

      

 

ながさき元気づくり応援助成金返還請求書 

 

 

   年  月  日付け第   号で確定したながさき元気づくり応援助成金に

ついては、ながさき元気づくり応援助成金交付要綱第１５条の規定により、次のと

おり助成金の返還を請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 返還金額                 円 

 

 

２ 返還期限        年    月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１６号様式（第１７条関係） 

 

年  月  日 

 

 

 長 崎 市 長 あて 

 

       住所 

       氏名 

                 （団体の場合は、団体氏名及び代表者氏名） 

 

 

仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

 

   年  月  日付け第  号をもって交付決定通知（又は確定通知）がなさ

れた助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額について、ながさき元気づくり応援

助成金交付要綱第１７条の規定により、次のとおり報告します。 

 

 

 

 

１ 助成金額（市が交付決定通知（又は確定通知）により通知した額）    円 

 

 

２ 助成金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額    円 

 

 

３ 消費税額及び地方消費税額の確定に伴う助成金に係る消費税及び 

地方消費税に係る仕入控除税額                    円 

 

 

４ 助成金返還相当額（３－２）                     円 

 

 

５ 仕入れに係る消費税等相当額の積算内訳 


